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認 可 申 請 書

（砂利採取法）
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５ 採取計画の認可

認可申請

＊ 砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域等の区域にあるときは、河川管理者の

認可を受けること。

① 提出書類

１ 採取計画認可申請書（様式第１－１～第１－６）

２ 委任状

＊ 砂利採取計画認可申請に係る事務手続きの一部又は全部を第三者（設計業者等）

に委任する場合は、委任内容を明記した委任状を添付すること。

３ 様式Ａ～Ｆ

４ 業者登録通知書の写し（登録事項に変更があった場合には変更通知書の写し）

５ 砂利の採取を行うことについて、その採取権原を示す書面

６ 搬出路が私道のときは、通行権原を有することを証する書面

７ 砂利採取(洗浄のみを含む。)行為の地元説明会議事録等（地元自治会・水利組合）

８ 他法令関係の申請書もしくは許認可書の写し

９ 地籍図の写し（認可申請区域・隣接地・搬出路に係るもの）

１０ 登記事項証明書［全部事項］（認可申請区域・隣接地・搬出路に係るもの）

１１ 隣接地との境界を確認することができる書面

１２ ＜跡地の埋めもどしを行う場合＞

・ 埋めもどしのための土砂等が確保されていることまたは確保される見込みが

十分であることを示す書面

・ 埋めもどしのための土砂等を砂利採取場に運搬する経路図

１３ 明示確定書の写し

１４ 土量計算書

１５ 構造計算書・安定計算書（必要な場合は提出すること）

１６ 水理計算書（様式Ｇ～Ｉ）

１７ 流域図

１８ 現況写真

１９ 位置図（５万分の１）

２０ 搬出経路図

２１ 周辺状況図

２２ 現況平面図

２３ 計画平面図

２４ 計画縦断面図

２５ 計画横断面図

２６ 認可申請区域及び採取申請区域の面積確定図（丈量図等）

２７ 構造図

２８ その他知事が必要と求めるもの

＊ 提出書類は、番号順に添付すること。

＊ ただし、洗浄のみを行う場合は、１４・１６・２４・２５は不要。

② 提出先

奈良県 水循環・森林・景観環境部 景観・自然環境課

③ 提出部数

正１部、副２部の計３部正１部、副２部の計３部正１部、副２部の計３部正１部、副２部の計３部とし、申請区域が２以上の市町村にまたがるときは、それに

応じて副の部数を増やすこと。

④ 手数料

奈良県手数料条例（第２条第１項）で定める金額の奈良県収入証紙を貼付すること。
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提 出 書 類 等 作 成 要 領＊ 採取計画の策定にあたっては､「砂利採取技術安全指針（平成１１年１０月版)」に基づき行うこと。５ 砂利の採取を行うことについて、その採取権原を示す書面① 認可区域内において他人の所有する土地を含むときは、土地所有権者、その他土地に関し第三者に対抗する権利を有する者と申請者との間の、その土地において砂利を採取する旨を内容とする契約書、もしくは同意書（実印を押印し、印鑑登録証明書を添付すること）② 認可区域内で自己の所有する土地であっても、自己以外にその土地に関し第三者に対応する権利を有する者がいる場合は、その者の砂利採取に係る同意書（実印を押印し、印鑑登録証明書を添付すること）＊ 上記①、②ともに、抵当権者及び根抵当権者の同意を除く。＊ 認可区域とは、掘削箇所の他に保全区域、原石を製品にするプラント、貯石場、汚濁水処理施設、廃土石たい積場、事務所等同一敷地内にある砂利採取業を行うに必要な関係付属施設のある箇所をいう。＊ 採取区域とは、直接原石を採掘している採掘箇所をいう。８ 他法令関係の申請書もしくは許認可書の写し① 許可、認可、その他の処分を行った行政庁が発行した証明書もしくは許可証等の写し、または許可証もしくは許可通知書等を複写したものを添付すること。ただしこの場合、処分があったか否かを示すだけでなく、その処分の内容（例えば、面積、数量、期間等）を確認できる書面であること。９ 地籍図の写し（認可区域・隣接地・搬出路に係るもの）① 転写場所・転写年月日・転記者氏名を記載すること。（認可申請書提出前３ヶ月以内のものを添付すること。）② 地籍図が複数枚にわたる場合には、合成図を添付し、合成年月日・合成者氏名を記載すること。③ 認可区域と搬出路を明示すること。１０ 登記事項証明書［全部事項］（認可申請区域・隣接地・搬出路に係るもの）① 認可申請書提出前３ヶ月以内のものを添付すること。１１ 隣接地との境界を確認することができる書面・下記のいずれかの書面① 国土調査完了地における一筆座標面積計算書の写し。② 隣接境界確定書又は隣地境界確認書の写し。③ 隣接土地所有者の境界同意書。１３ 明示確定書の写し① 水路、里道、道路、河川、林道等に隣接する場合に必要。② 国土調査完了地で、一筆座標面積計算書がある場合は、それで代用することができる。１４ 土量計算書① 砂利採取量・盛土量の計算、及び廃土又は廃石の堆積量の計算書 Ａ４版
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１５ 構造計算書・安定計算書（必要な場合は提出すること） Ａ４版１６ 水理計算書（＊別添「水理計算書作成要領」参照）① 沈砂（殿）池容量の計算書 Ａ４版② 水理計算書作成要領により作成すること。＊ なお、砂防法や森林法等の他法令により調整池を設置する場合は、「調整池計算書」を添付すること。＊１７、１９～２７の図面には、方位・縮尺を明示し、図面名を記入すること。１７ 流域図① 原則として、縮尺は１／５００～１／１，０００程度の地形図を基に作成すること。Ａ４折込サイズ② 採取場を赤赤赤赤 、流域を青色青色青色青色 にて表示し、流域面積を記載すること。１８ 現況写真① 採取場内および周辺の現況の詳細がわかる写真。認可区域を赤線赤線赤線赤線 で表示すること。② 写真が複数の場合、写真に番号を記入すること。１９ 位置図① 国土地理院発行の１／５０，０００の地形図等 Ａ４折込サイズ② 砂利採取場を赤赤赤赤 にて表示すること。２０ 搬出経路図① 国道または県道までの砂利の搬出経路が分かる図面 Ａ４折込サイズ② 砂利採取場を赤赤赤赤 、国道または県道までの搬出路を茶色茶色茶色茶色 にて表示すること。２１ 周辺状況図① 砂利採取場・その周辺約３００ｍ程度の状況がわかる図面 Ａ４折込サイズ② 砂利採取場ならびにその周辺約３００ｍ程度の範囲に存する河川、道路その他の公共の用に供する施設、家屋その他の建物の位置及び農業用施設等を表示すること。③ 砂利採取場を赤赤赤赤 、周辺の公共の用に供する施設を緑色緑色緑色緑色 、河川又は流末水路を青色青色青色青色 にて表示すること。④ 標識設置場所を表示すること。２２ 現況平面図① 原則として、縮尺は１／５００～１／１，０００程度の現況実測図とすること。 Ｂ５版折② 認可区域を赤線赤線赤線赤線 、採取区域を赤の破線赤の破線赤の破線赤の破線 にて表示すること。③ 地番境界線を記入すること。（隣接地番も記入のこと。）④ 現況写真の撮影方向を赤の矢印赤の矢印赤の矢印赤の矢印 にて記入すること。（写真が複数の場合、写真の番号も記入すること。）⑤ 採掘の方向を矢印矢印矢印矢印 で記載すること。
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２３ 計画平面図① 現況平面図と同一縮尺の現況実測図を使用し、認可区域を赤線赤線赤線赤線 、採取区域を赤の破線赤の破線赤の破線赤の破線にて表示すること。 Ｂ５版折② 現況線に計画線を重ね、計画線は現況線より太目の濃い線太目の濃い線太目の濃い線太目の濃い線 で記入すること。③ 採掘区域の切羽斜面は緑色緑色緑色緑色 、小段及び平地の採掘区域は黄色黄色黄色黄色 、盛土部分は赤色赤色赤色赤色 にて着色すること。また、採掘部分と盛土部分が重複する部分は、黄色黄色黄色黄色 の上から赤赤赤赤 のハッチングのハッチングのハッチングのハッチングをおこなうこと。④ 沈砂（殿）池、排水施設は青色青色青色青色 にて着色し、沈砂（殿）池には寸法及び計画高さ、排水施設には構造、延長、水路勾配を記載すること。⑤ 計画縦断面図および計画横断面図、土量計算の基礎となる測点を記載すること。⑥ 等高線には標高を記入すること。また、計画小段及び平地には計画高さと法面勾配を記入すること。⑦ 認可区域から採取区域までの保安距離は２ｍ以上確保し明示すること。⑧ 廃土又は廃石のたい石場、破砕選別施設、災害防止施設等の設置場所を明記すること。２４ 計画縦断面図① 原則として縮尺は、１／１００～１／５００程度の現況実測図とすること。 Ｂ５版折② 現況線に計画線を重ね、計画線は現況線より太目の濃い線太目の濃い線太目の濃い線太目の濃い線 で記入すること。③ 認可区域線、採取区域線および保安距離を記入すること。④ 採掘の方向を矢印で記載し、掘削部分は黄色黄色黄色黄色 、盛土部分は赤色赤色赤色赤色 にて着色すること。また、掘削部分と盛土部分が重複する部分は、黄色黄色黄色黄色 の上から赤赤赤赤 のハッチングのハッチングのハッチングのハッチングを行うこと。⑤ 法面勾配、小段幅、小段高さ、小段及び平地の計画高さを記入すること。⑥ 断面方向と計画斜面の方向が一致しない場合には、計画平面図に記載されている法面勾配及び小段幅、保安距離をカッコ書きで併記すること。２５ 計画横断面図① 原則として縮尺は、１／１００～１／５００程度の現況実測図とすること。 Ｂ５版折② 計画縦断面図に準じて作成すること。③ 横断箇所は計画平面図および計画縦断面図との測点と必ず一致させ、それぞれの測点番号を付記すること。④ 各断面には基準となる高さの線を記入し、計画地盤高を記載すること。２６ 認可申請区域と採取申請区域の面積確定図（丈量図等）① 原則として計画平面図と同一縮尺とすること。 Ｂ５版折② 点間距離を明記すること。２７ 構造図① 原則として縮尺は、１／５０～１／１００程度とすること。 Ｂ５版折② 沈砂（殿）池、土留工、水路等の防災施設について、寸法、形状等が明確にわかるように作成し、沈砂（殿）池については、底盤高さ、吐口・流末の位置及び高さを表示すること。③ 標準的な断面図を法面構造図として作成すること。なお、法面構造図には、「残壁の高さ」、「小段の幅」、「小段掘さく面の傾斜」、「小段の高さ」を記載すること。
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水 理 計 算 書 作 成 要 領１ 場内の流出量１Ｑ＝ ｆ・ｒ・Ａ （ラショナル式）３６０
f＝流出係数≪流出係数値≫地表状態 流 出 係 数山 林 ０.６◎草 地 ０.４～０.７造 成 緑 地 ０.４～０.７裸地（採取場） ０.９◎＊奈良県では０.９としている。ｒ＝降雨強度≪降雨強度≫流 域 降 雨 強 度大和川流域 １３８ mm／ hr淀 川 流 域 １７９ mm／ hr紀ノ川流域 １７９ mm／ hr十津川流域 １５０ mm／ hr北山川流域 ２１０ mm／ hrＡ＝流域面積（ｈａ）２ 水路の流量計算（１）流速１ｖ＝ ・Ｒ２／３ ・ Ｉ１／２ｎｎ＝粗度係数≪マニングの粗度係数ｎ値≫材料及び潤辺の状態 ｎ の 値閉 管 路ヒューム管 ０．０１３人 工 水 路Ｕ字溝 ０．０１３コンクリート三面張 ０．０１５素堀水路（土） ０．０２５素堀水路（岩） ０．０３５＊この表以外の数値を使う場合は、根拠資料を付けること。
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Ｆ＝通水部面積 ＊８割水深で計算すること。Ｐ＝潤辺の長さ≪管路（円形）の場合≫ Ｆ＝２．６９３×（半径）２Ｐ＝４．４２６×半径Ｒ＝径深 ＝ Ｆ ／ ＰＩ＝水路勾配（２）流量ｑ ＝ Ｆ × ｖ （ｍ３／ sec）（３）通水断面の検討ｑ ＞ Ｑ を満たせばＯＫ３ 沈砂(殿)池の設計（１）沈砂(殿)池の容量１Ｖ＝ （Ａ１×υ１＋Ａ２×υ２）ＣＣ ＝年間しゅんせつ回数（６回以上の場合は６）Ａ１＝林 地 部 流 域 面 積（ｈａ）Ａ２＝開 発 部 流 域 面 積（ｈａ）υ１＝林地部年間流出土砂量 ＝ １５０ ｍ３／ haυ２＝開発部年間流出土砂量 ＝ ４００ ｍ３／ ha実際の沈砂(殿)池の容量はＶ以上であることとし、（イ） × （ウ） ＝ ｍ３ とする。（ア）（２）沈砂(殿)池の必要面積Ｑ ｍ３／ secＡ＝ ＝ｕ ０．０２１ ｍ／ sec＊ 採石場の降雨時における汚濁対策のために設けられる沈砂池は、直径０.２ mm～０.３ mm以上の砂の粒子の除去を考えれば目的は達せられると考えられるので、０.２ mmの粒子の沈降速度を用いる。
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（３）平面寸法の決定長さ（Ｌ）を幅（Ｂ）の４倍以上にするためには、Ｂ ＝ Ａ ／ ４ Ｌ ＝ ４ × Ｂよって長さは ｍ、幅は ｍ以上であることとする。Ａ'（実際の沈砂(殿)池の面積）はＡ以上であることとし、Ａ'＝ 計算式を記入 ＝ ㎡とする。（イ）底盤高さの面積と吐口高さの面積が異なる場合は、その平均の面積を計算すること。（４）沈砂(殿)池の有効深Ｈ ＝ Ｖ ÷ Ａ’よって 沈砂(殿)池の深さは Ｈ ＋ １ｍ ＝ ｍ以上であることとする。沈殿物が再懸濁するおそれのない水深実際の沈砂(殿)池の深さは ｍであるので、条件を満たしている。（ウ）底盤から吐口までの高さ＊（ア）（イ）（ウ）の値を様式第１－５に転記すること。
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様式 第１－１ 奈 良 県 収 入 証 紙 は り 付 け 欄 （消印を押してはならない）採取計画認可申請書×整 理 番 号×審 査 結 果×受理年月日 年 月 日×認 可 番 号
奈 良 県 知 事 殿 年 月 日住 所氏名（法人にあっては 名 称 及 び そ の代 表 者 の 氏 名 ） 印印印印登 録 年 月 日 及 び登 録 番 号砂利採取法第１６条の規定により、次のとおり採取計画の認可を申請します。１ 砂利採取場の区域２ 採取をする砂利の種類及び数量３ 採取の期間４ 砂利の採取の方法及び採取のための設備その他の施設に関する事項５ 砂利の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項６ 採取をした砂利の水切りの方法及び設備その他の施設に関する事項（備考） １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。２ ×印の項は、記載しないこと。３ 氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。
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様式 第１－２１ 砂利採取場の区域所在地
認可面積（実測） ㎡採取面積（実測） ㎡＊採取区域をポール等により明示すること。２ 採取をする砂利の種類および数量砂 ｍ３砂利 ｍ３期間内の全採取量（洗浄） 栗石 ｍ３玉石 ｍ３合計 ｍ３砂 ｍ３砂利 ｍ３１日あたりの採取（洗浄）予定量 栗石 ｍ３玉石 ｍ３合計 ｍ３３ 採取のののの期間年 月 日から年 月 日までの 年間＊ 採取の期間は原則として新規は２年以内新規は２年以内新規は２年以内新規は２年以内、継続は３年以内継続は３年以内継続は３年以内継続は３年以内とする。（ただし、この採取期間は、砂利採取法、その他の関係法令を遵守し、現場管理が優秀であると知事が認めた場合に適用する。）
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様式 第１－３
４ 砂利の採取の方法及び採取のための設備その他の施設に関する事項（１）掘削方法＊採取を行わない場合は斜線を引くこと。掘 削 の 方 法 イ □階段堀り ロ □その他掘 削 高 さ ｍ － ｍ ＝ ｍ掘 削 深 さ ｍ － ｍ ＝ ｍ小 段 の 高 さ 最 大 ｍ掘 削 勾 配 度（２）掘削手段＊採取を行わない場合は斜線を引くこと。イ □手堀り 機 械 の 名 称 能力（仕事量及び能力） 台 数ロ □機械掘り
（３）場内運搬機械運 搬 物 機 械 の 名 称 能力（仕事量及び能力） 台 数 備 考運 原 石搬機 製 品械 廃土又は廃 石＊ 掘削手段としての使用と供用する場合は、備考欄にその旨を記載すること。
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様式 第１－４（４）機械設備＊機械設備がない場合は斜線を引くこと。破砕選別の区分 機 械 の 名 称 能力 (仕事量および能力) 台 数破 砕 機
選 別 機

（５）洗浄＊洗浄を行わない場合は斜線を引くこと。区 分 使 用 水 量 取 水 源 取 水 量 排 水 量□ 上水道□ 循環使用 □ 地下水□ 河川水□ 排 水 ｍ３／日 □ その他 ｍ３／日 ｍ３／日（ ）（６）沈殿施設の概要（沈砂池・沈殿池については、様式第１－５に記載すること。）＊洗浄を行わない場合は斜線を引くこと。
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様式 第１－５
５ 砂利の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項予想される災害の態様 防 止 措 置土地の崩壊、亀裂又は陥没 （転落石含む） □沈砂池を設置する。 □沈殿池を設置する。沈 砂 池 沈 殿 池面 積（ ｍ２ ）深 さ（ ｍ ）汚 濁 水 の 流 出 容 量（ ｍ３ ）環流・非環流の別掘込式・築堤式の別構 造処 理 方 法 □ 自 然 沈 降 □自然沈降□ 薬 品 沈 殿 □薬品沈殿＊シックナー等の沈殿施設については、様式第１－４に記載すること。原石・製品、廃土・廃石等 の 流 出騒 音振 動粉 じ ん ＜へどろ＞廃土・廃石及びへどろの ＜廃土・廃石＞□ 場外へ搬出する。□ 場内にたい積する。処 理 方 法 場 所 方 法 法勾配 小段高さ 小段幅度 ｍ ｍ深さ ｍ 容量 ｍ３採 取 跡 地 の埋 め 戻 し の 方 法 埋め戻しに必要な土砂の確保の有無 □有□無
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様式 第１－６
６ 採取をした砂利の水切りの方法及び設備その他の施設に関する事項
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様式 Ａ○ 業務主任者の氏名
○ 砂利採取場を管理する事務所の名称と所在地〒〒〒〒 － ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ○ 採取計画の認可どおりに採取が行われるよう監督する計画書

○ 砂利採取場からの砂利・廃土等の搬出の方法１日の平均搬出量 ダ ン プ 等 の 種 類 実 台 数 延べ台数 過 積 載 防 止 措 置製品 ﾄﾝ車 台 台ｔ ﾄﾝ車 台 台廃土・廃石 ﾄﾝ車 台 台ｔ ﾄﾝ車 台 台地域の交通事情に配慮する事項
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様式 Ｂ○ 採取跡における災害防止のための事項（１）法面等の保護のための措置 工 種 備 考ベンチ法面保護工ベ ン チ 植 栽 工その他（平坦地等）
＊工種の欄には、種子吹き付け、植栽等の工種を記載すること。（２）排水施設の構造・延長

（３）沈砂池・沈殿池の維持管理方法
（参考）採取跡地の利用方法
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様式 Ｃ○他法令関係の許可、認可状況 ＊許可・認可、受理書の写しを添付してください。法 令 名 内 容 許認可等年月日 備 考砂 防 法 砂 防 指 定 地 内 行 為 許 可保 安 林 内 作 業 許 可森 林 法 林 地 開 発 許 可伐 採 届自 然 公 園 法 自然公園内行為許可・届出奈 良 県 自 然 公 園 条 例 自然公園内行為許可・届出自 然 環 境 保 全 法 自然環境保全地域の特別地区内行為許可奈良県自然環境保全条例 景観保全等地区内行為届出風 致 地 区 条 例 （ 注 ） 風 致 地 区 内 行 為 許 可古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 歴史的風土等保存区域内行為許可・届出近畿圏の保全区域の整備に関する法律 近畿緑地保全区域内行為届出道 路 法 道路区域内行為・工事許可等河 川 法 河川区域内等行為・工事許可等国 有 財 産 法 水路・里道の形状変更許可等法定外公共物の管理条例（注） 水路・里道の形状変更許可等都 市 計 画 法 開 発 許 可宅 地 造 成 等 規 制 法 宅 地 造 成 工 事 許 可騒 音 規 制 法 特 定 施 設 の 設 置 届 等振 動 規 制 法 特 定 施 設 の 設 置 届 等大 気 汚 染 防 止 法 特 定 施 設 の 設 置 届 等水 質 汚 濁 防 止 法 特 定 施 設 の 設 置 届 等奈良県生活環境保全条例 左記の条例に係る特定施設等の設置届農 地 法 農 地 の 転 用 許 可文 化 財 保 護 法 埋 蔵 文 化 財 の 発 掘 届 等火 薬 類 取 締 法 火薬類の譲受・消費許可廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃棄物処理施設の設置等許可奈良県環境影響評価条例 事業実施の環境影響評価景 観 法 景 観 法 に 基 づ く 届 出土 壌 汚 染 対 策 法 土壌汚染対策法に基づく届出大和川流域における総合治水の推進に関する条例 特 定 開 発 行 為 届 等（注）各市町村で制定されている風致地区条例や法定外公共物に関する条例に基づく申請を行う場合は記入すること。＊ 申請中で、まだ許認可等されていない場合は、許認可等年月日欄に申請年月日を記入し、受理印を押印した申請書の鏡を添付すること。＊ 許認可の際に特殊な条件を付記された場合は、備考欄に記入すること。
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様 式 Ｄ 使 用 土 地 目 録所 在 地 番 地 目 面 積 所 有 権 者 そ の 他 の 権 利 者 備 考地 (実 測 ･公 簿 ) 氏 名 住 所 採 取 権 原 の 種 類 氏 名 ・ 住 所 採 取 権 原 の 種 類

＊ 採 取 権 原 の 種 類 は 、 所 有 権 、 契 約 書 （ ま た は 同 意 書 ） の 別 を 記 入 す る こ と 。



- 134 -

様 式 Ｅ 隣 接 土 地 目 録所 在 地 番 地 目 面 積 所 有 権 者 そ の 他 の 権 利 者 備 考地 (実 測 ･公 簿 ) 氏 名 住 所 境 界 確 認 の 種 類 氏 名 ・ 住 所

＊ 境 界 確 認 の 種 類 は 、 境 界 確 定 書 、 境 界 確 認 書 、 そ の 他 の 書 面 の 別 を 記 入 す る こ と 。
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様 式 Ｆ 搬 出 路 土 地 目 録所 在 地 番 地 目 面 積 所 有 権 者 そ の 他 の 権 利 者 備 考地 (実 測 ･公 簿 ) 氏 名 住 所 通 行 権 原 の 種 類 氏 名 ・ 住 所

＊ 通 行 権 原 の 種 類 は 、 所 有 権 、 契 約 書 （ ま た は 同 意 書 ） の 別 を 記 入 す る こ と 。
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様式 Ｇ
水 理 計 算 書１ 場内の流出量１ Ｑ＝流出量 ＝ ｍ３／ secＱ＝ ｆ・ｒ・Ａ ｆ＝流出係数＝３６０ ｒ＝降雨強度＝ mm／ hrＡ＝流域面積＝ ha１Ｑ＝ × × × ＝ ｍ３／ sec３６０
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様式 Ｈ２ 水路の流量計算（１）流速１ｖ＝ ・Ｒ２／３ ・ Ｉ１／２ｎ水路断面図 ｎ＝粗度係数 ＝＊８割水深の寸法も記載すること。 Ｆ＝通水部面積＝ ㎡Ｐ＝潤辺の長さ＝Ｒ＝径深 ＝ ｍＩ＝水路勾配 ＝＊Ｆ・Ｐは８割水深で計算すること。＊水路断面図は必ず記載すること。１ ２／３ １／２ｖ＝ × × ＝ ｍ／ sec（２）流量ｑ＝Ｆ・ｖ＝ × ＝ ｍ３／ sec（３）通水断面の検討ｑ＝ ＞ ＝Ｑ
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様式 Ｉ３ 沈砂（殿）池の設計（１）沈砂（殿）池の容量１Ｖ＝ （Ａ１×υ１＋Ａ２×υ２）Ｃ Ｃ ＝年間しゅんせつ回数（６回以上の場合は６）＝Ａ１＝林 地 部 流 域 面 積＝ haＡ２＝開 発 部 流 域 面 積＝ haυ１＝林地部年間流出土砂量＝ １５０ ｍ３／年・haυ２＝開発部年間流出土砂量＝ ４００ ｍ３／年・ha１Ｖ＝ × （ × １５０ ＋ × ４００ ）＝ ｍ３実際の池の容量はＶ以上であることとし、 ＝ ｍ３ とする。計算式を記入（２）沈砂（殿）池の必要面積Ｑ ｍ３／ secＡ＝ ＝ ＝ ｍ２ｕ ０．０２１ ｍ／ sec（３）平面寸法の決定長さ（Ｌ）を幅（Ｂ）の４倍以上にするためには、Ｂ＝ Ａ／４＝ ／４ ＝ Ｌ＝４×Ｂよって長さを ｍ、幅を ｍ以上であることとする。Ａ'（実際の池の面積）＞Ａであることとし、Ａ'＝ ＝ ㎡とする。計算式を記入（４）沈砂（殿）池の有効深Ｈ＝Ｖ÷Ａ'＝ ÷ ＝ ｍとする。よって 池の深さは ＋１ｍ＝ ｍ以上であることとする。実際の池の深さは ｍであるので、条件を満たしている。


